タジキスタンでの投資について


法律

この法律はタジキスタン国内で投資活動を行う投資家に対して国の平等なサポートと投資活動の保障、投資家権限の保障の約束、国内金融市場への外国資本の誘致と同国経済へ国際的経営能力の導入を促し、投資活動の国際基準の原則である賛意、自由活用、透明性、所有権と投資の配当額の厳守を明確に記したものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1章 基本条項

第1条.　基本方針

法制度の基本方針は以下の通りとなっています。

· 投資・資産権（個人資産又は手続きが完了してなく活動に関係している所有物は除く）、含まれるのは資金、証券、産業技術知識や知識的活動など投資家の資産権に関係している者で投資家の投資活動内容によってすでに収入目的の投資がなされているもの、又はその他の重大な成果を成し遂げられる者に限ります。

· 投資家－タジキスタン国内で法的に投資活動を履行できる者、また、その意思がある者に限ります。
· 外国投資家－タジキスタン国内において以下の条件を満たし、投資活動が出来ることを条件とします。
1． 国外で私有地管理機関の代表者
2． 国際機関の所属
3． 司法当局者（外国人）
4． 司法当局者以外の外国人で自国以外の国で法律により特別に認可された者のみです。
5． 外国人

· 国内投資家－司法当局者以外の者は外国人投資家との深い関係がない者で透明性のある活動を行える者に限ります。

· 再投資制度－タジキスタン国内で投資資金を用いて再び投資を行い、同国に対して利益を提供する意思がある者に限ります。

· 起訴‐投資を行っていく際に投資家と政府機関の間でトラブルが生じた場合、　また、これに対して第三者の関与が発覚した場合、すべての活動を無効とします。

· 承認機関－この機関は投資事業区域拡大のためにタジキスタン政府から特別に認　　　　　可された公的機関です。

· 公開譲渡制度－所有物と資金は国が所有するもので、司法当局にこれらが無償で割り当てられ、投資活動が目的の場合、土地は当局から提供されます。

第2条.　国内での投資事業範囲に関する法律

1. タジキスタン国内での投資事業範囲は共和国憲法により定められています。共和国法と国際法により規制されていますが事実上、共和国法での規制だけとなります。

2.　これら二つの法律間で矛盾が生じた場合は適用力がより強い国際法が適用されることになります。
第3条. 投資事業が可能な事業
1．

· 不動産

· 証券

· 知的所有権

· 上記に明記されていない投資事業につきましてはタジキスタンでは法律上認められていません。
2．投資活動の種類
· 国民、非政府の有限会社、代理店、機関とその他のタジキスタンの国家組織による個人投資。

· 国家、特別機関、国有会社、代理店、機構やその他のタジキスタンの国家機関による予算と非予算資金、個人ローン資金などの国家投資。

· 外国人、司法関係者、外国国家の国際金融機関等による国外投資。

· タジキスタン国民、司法当局者と外国国家による共同の投資。

第2章.　投資家の権利保障及び投資の保障

第4条.　平等な権利の保障

タジキスタンは同国国民、及び外国人双方に市民権、国籍、言葉、性別、性質、人種、地域や投資家本人の出身国による経済格差、また投資対象物に対しての差別のない平等な投資を保証します。

第5条． 投資事業への法的保障

1． この法律及び、その他のタジキスタン共和国法は国際法と共和国

司法制度に基づき絶対的な権利の保障と法的保障を保証します。
2． 万が一、投資規制緩和法に修正が加えられた場合、投資家には法案が修正された日付から5年間の有効期限が与えられ、自由な選択権が認められます。

3． 投資家には政府の不正により損害を受けた場合、補償を受ける法的権限が与えられます。

4． タジキスタン共和国は投資家と承認機関の間で結ばれた契約が通告なしに修正され無効とされた場合でも当事者の賛意なしに修正が認められた場合に限り契約条項の有効を保証します。

第6条．外国人投資家の渡航の保障

タジキスタン共和国は外国人投資家、又は共和国内ですでに投資活動を展開している外国人に国内の入域申請が必要な地域以外での自由な移動を保障します。

第7条．歳入使用の保障

1． 投資家には以下のような権利が保障されます。

‐タジキスタン国内での積立、歳入とその他の資金貯蓄を目的とした外国通貨及び現地通貨の預金口座の開設。
‐　税金の納税後に発生するその他必須な支払いは所得からの支払いが可能、決まった日時の指定はない。
2． 投資家と外国人企業家が合法的な投資と製作によって得た所得と収入に限り外国通貨での送金を認めます。

3． 投資家の過失以外で投資活動が延期になった場合に限り書類により投資事業と所得の保障がされます。また、収入と製品につきましても活動延期日の値をお知らせします。

第8条．通貨取引

1． タジキスタン国内での投資活動に関係するすべての支払いを現地通貨から外国通貨に自由に変えることができます。審査が通ればこれらにて共和国外からの取引支払いが可能となります。

2． 通貨取引は投資家本人で行い、なおかつタジキスタン共和国の単一通貨・通貨管理法に則っていなければなりません。
3． タジキスタン国内外への外国通貨の持ち運びは資金洗浄防止のため法律に則って行われなければなりません。
第9条．国家機関の公務活動と投資家関係の尊重

1． タジキスタン共和国の国家機関は投資家の関心を寄せるために法的手段として法律に新法の公布が必要との認識を示しました。
2． すべての投資家は法に則り司法当局者との間で合意が得られれば自由な情報の提供が保証されます。また、商業情報を含めたものやその他の法的守秘に触れなければ物件取り扱いの認可は下ります。

第１０条．政府機関による投資事業への妨害

政府機関はタジキスタン共和国の法律に基づき認められた事例以外での投資活動妨害はいかなる理由があっても認められていません。

第１１条．国有化要請と投資家の権利の保証

1． イベント期間中に国家的災難、事故、感染症等その他の緊急事態の場合、資産は法的手続きを踏み所有者から国によって回収されます。

2． 国民と司法関係者の資産転化は原則国有化されたものだけに限ります。国有化はタジキスタン共和国の法に基づいた法的手続きによってのみ行われ認可されます。

3． 国有化または要請をされた資産補償の規模につきましては資産の市場価値に基づいて支払われます。保証金の支払いは交換可能な通貨により支払われます。

4． 投資家はタジキスタン共和国内の裁判所に対して国有化又は国有化の要請に対して資産補償を受ける訴訟を起こすことができきる他、仲裁裁判所、国際法廷、国際仲裁裁判所に対してもこの合意、又は国際合意に不服であれば訴訟を起こすことが出来ます。

第１２条．投資家と第三者への通達内容の合意と保証

外国国家機関又は保証機関が万が一タジキスタン共和国内で投資家の希望により保証合意の保証に基づいて金額を支払った場合、この国家及び機関は投資家の投資活動の権利によって認可されます。通達権の行使は投資家の共和国内での活動協定で具体的な義務が果たされていた場合のみ行使されます。

第１３条．タジキスタン共和国の投資に対しての責務

タジキスタン共和国は投資の誘致以外の居住者又は非居住者には応じません。例外として法律によりこれらの責務が認められた場合のみ認めます。

第１４条．投資家の資産情報所持権の保証

投資家が最初に購入した所有物情報及び電子コピーは投資対象物としてタジキスタン共和国に保管する権利があります。（時価、認可、その他非関税手続きや外部の経済活動）これらの認識された財産と情報はタジキスタン国内での投資事業が終了し共和国の関税法によって手続きがすべて済んでから持ち出し可能となります。

第１５条．投資家の知的所有権
すべての投資家はタジキスタン共和国の法律に従い知的所有権を尊重し保護しなければならない義務があります。

　　　　第１６条．投資家の天然資源使用権

1． 土地と天然資源の使用権はタジキスタン共和国の法律によって定められています。

2． 施設と建物の所有権を有している場合、区画整備予定地に建物、施設が無くとも区画はタジキスタン共和国の法律に基づき認められています。

3． 投資家の土地借用はタジキスタン共和国の規定に従って行うことを条件に認められています。

第１７条．投資家の再投資の実施保証

1． 投資家が都合により再投資して利益を得たい場合、タジキスタン共和国内にて納税することが絶対となります。

2． 再投資をするにあたって投資家はこの法律での法的保護と保証を受けなければなりません。

第3章．投資家への国家保障

第１８条．投資に対する支援目的

1． 投資を支援する目的は投資家に有利な環境で経済開発活動を行ってもらい、新製品への投資促進と最新技術・機材での新規事業の開拓、さらには健康と環境保護の分野等で投資をして行く際に長所となりうる部分の支援をしていきたいと考えているからです。

2． 投資家への支援は政府機関によって行われます。これはすでにタジキスタン共和国の法律によって定められています。

3． タジキスタン共和国の政府機関は投資家への支援を行うにあたって以下のことに従わなければならない。

-政府機関‐投資家間の連絡方法

-タジキスタン共和国での投資機会、プログラム、活動情報の開示

-タジキスタン共和国での投資環境の向上に向けた計画書の作成

-タジキスタン共和国での投資支援と投資家の身分の保障

4． 政府機関は投資家の保障と関心度、製品と経済活動の低下防止の促進を行わなければなりません。また、透明性のある投資が行えるべく国際入札を通して管理を徹底しなければなりません。
第１９条．投資利益

1． 以下のような投資利益が得られます。

－課税利益

－関税利益

－政府補助

2． 投資家への課税利益はタジキスタン共和国の収税規定と関税規定によって決定されます。

3． 政府補助の補償はタジキスタン共和国政府の決定によって決定されます。

第４章．投資家の条件

第２０条．タジキスタン共和国法律の遵守

タジキスタン共和国内にて投資活動を行う場合、すべての投資家は共和国の法を遵守しなければなりません。

第２１条．投資家とタジキスタン共和国国民との労働協定
投資家とタジキスタン共和国国民との間にある労働協定では投資家が共和国国民を雇用する場合、同国労働法と国際法の遵守さらに同国から承認が必要となります。

第５章．最終条項

第２２条．投資訴訟

1． 投資活動の開始には必ず当事者それぞれの合意が必要となります。仮に合意が認識されていなくてもすでに投資活動を始められている場合、当事者の意向に関係なく活動を開始することができます。

2． 国内で投資活動を行えなかった場合、また、行えない場合、投資家は合意内容文についてタジキスタン共和国内の裁判所と国際仲裁裁判所に起訴することができます。そして、これら合意内容をタジキスタン共和国法と国際法の法的判断に委ねることができます。

第２３条．法的責任が与える影響

司法関係者は物理的にタジキスタン共和国の法律の条項に従い模範となる責任能力がなければなりません。

第２４条．タジキスタン共和国“外国投資規制緩和法”の布告

１９９２年３月１０日、タジキスタン共和国は第１１８条、第８項の“外国投資規制緩和法”の布告が共和国最高裁判所より発表されました。また、以下の法案が同国下院議会によって可決されました。

１９９７年：第２３条及び２４条、第３３３項

１９９９年：第３条、第４８項

１９９９年：第１２条、第３３３項

２００２年：第１１条、第６７８項
第２５条：法案の制定と秩序

法案の強制力発動は正式に採択された後となります。

タジキスタン共和国大統領

エマモリアリ・ラフモン

ドシャンベ

２００７年５月１２日

第２６０条

